
令 和 ７ 年
７月１日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
再
開
の
届
出
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（
医
療
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

救
急
病
院
の
認
定
（
医
療
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

三

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

萩
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
物
品
管
理
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

む
く
の
き
歯
科
医
院

山
口
市
鰐
石
町
五
番
二
〇
号

令
和
七
、

四
、
三
〇

南
小
野
田
薬
局

山
陽
小
野
田
市
南
竜
王
町
一
番
二
〇
号

〃

五
、

一

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

廃
止
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

一
般
社
団
法
人
宇

部
市
医
師
会

宇
部
市
中
村
三
丁

目
一
二
番
五
四
号

宇
部
市
医
師
会
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

宇
部
市
中
村
三
丁

目
一
二
番
五
二－

一
一
号

令
和
七
、三
、
三
一

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

医
療
法
人
む
く
の
き
歯
科
医
院

山
口
市
鰐
石
町
五
番
二
〇
号

令
和
七
、

五
、

一

く
す
の
き
薬
局

周
南
市
楠
木
一
丁
目
九
番
二
六
号

〃

六
、

〃

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
Ｎ
Ｘ
Ｃ

Ａ
Ｒ
Ｅ

宇
部
市
野
原
一
丁

目
一
八
番
七
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
り
ん

宇
部
市
草
江
一
丁

目
六
番
一
二－

一

号

令
和
七
、五
、

一

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ

Ｒ
ｅ

Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
株
式
会

社

光
市
虹
ヶ
丘
一
丁

目
七
番
三
号

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ

リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ア
ス
テ
ル

周
南
市
遠
石
三
丁

目
九
番
一
五
号

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。
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令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

再
開
年
月
日

名

称

所

在

地

も
ん
で
ん
歯
科
医
院

萩
市
大
字
今
古
萩
町
一
五

令
和
七
、

五
、

七

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

和
花
輝
会
お
さ

ば
フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
下
小
ḉ

一
一
三
三
一
の

七

医
療
法
人
社
団

和
花
輝
会
お
さ

ば
フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
下
小
ḉ

一
一
三
三
一
の

七

通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

令
和
六
、九
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

和
花
輝
会
お
さ

ば
フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
下
小
ḉ

一
一
三
三
一
の

七

医
療
法
人
社
団

和
花
輝
会
お
さ

ば
フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
市
下
小
ḉ

一
一
三
三
一
の

七

介
護
予

防
通
所

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

令
和
六
、九
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

次
の
医
療
機
関
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
病
院
で
な
く
な
っ
た
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

岩
国
市
立
美
和
病
院

岩
国
市
美
和
町
渋
前
一
七
七
六

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

岩
国
市
立
美
和
病
院

岩
国
市
美
和
町
渋
前
一
三
八
三
の
一

令
和
一
〇
、

六
、
三
〇

公

告

（
一
二
三
）
下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

下
関
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
下
関

都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し

ま
す
。令

和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
富
任
町
五
丁
目
地
区
地
区
計
画

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

二
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（
一
二
四
）
下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

下
関
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
海
峡
あ
い
ら
ん
ど
⚒
⚑
地
区
地
区
計
画

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
一
二
五
）
萩
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

萩
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
萩
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

萩
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
七
土
原
菊
ヶ
浜
玉
江
線

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
一
二
六
）
一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
等
の
購
入

㈠

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

警
察
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
端
末
装
置

二
百
三
十
八
台

㈡

物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

納
入
期
限

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

㈣

納
入
場
所

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
技
術
推
進
課

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
九

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品

等
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お

い
て
、
パ
ソ
コ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
に
つ
い
て
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
競
争
入
札

参
加
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
一
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務
委
託
及

び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て
い
な
い

こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。
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五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

㈢

受
領
期
限

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
午
後
五
時
十
五
分
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
七
年
九
月

一
日
午
前
十
一
時
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
入
札
室

㈡

日
時

令
和
七
年
九
月
一
日
午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

こ
の
入
札
に
係
る
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
、
県
議
会
の
議
決
を
要
す
る
た
め
、
落
札
後
仮
契
約

を
締
結
し
、
当
該
議
決
を
経
た
後
本
契
約
を
締
結
す
る
。

㈤

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈥

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六
〇
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
contract:
O
ffice
Supplies
D
ivision,
A
ccounting
B
ureau,

Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑵

N
am
e
and
quantity
of
the
products
to
be
purchased
:
Police
inform
ation
netw
ork

personal
com
puters
238
sets

⑶

D
elivery
period
:D
ecem
ber
12,2025

⑷

D
elivery
place:
IT
Prom
otion
D
ivision,
Police
A
dm
inistration
D
epartm
ent,
Y
am
a-

guchi
Prefectural
Police
H
eadquarters

⑸

D
ivision
in
charge
of
procurem
ent
and
C
ontact
point
for
the
notice:O
ffice
Sup-

plies
D
ivision,
A
ccounting
B
ureau,
Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent,
1-1
T
aki-

M
achi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.
083-933-3960)

⑹

D
eadline
for
tender
subm
ission
:5
:15
P.M
.A
ugust
31,2025
(If
brought
in
person
:

11
:00
A
.M
.
Septem
ber
1,2025)

令
和
七
年
七
月
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
七
月
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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